
石川県の皆様へ

令和７年度補正予算

「小規模事業者持続化補助金（災害支援枠）」
令和6年能登半島地震・令和6年能登豪雨により被害を受けた

小規模事業者等が行う事業再建の取組を支援します
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【関連融資制度】
補助対象経費の資金調達に活用できる無担保・無保証の融資制度

「令和6年能登半島地震災害マル経」
◎限度額：別枠1,000万円（通常のマル経融資とは別枠）

※融資のご利用には、一定の要件・審査があります。
 例．最近1年以上同一地区内で事業を行っていること等

詳しくは、お近くの商工会、商工会議所にお問い合わせください。

【補助対象事業者】

石川県能登3市3町（珠洲市、輪島市、能登町、穴水町、七尾市、志賀町）に所在し、

令和6年能登半島地震・令和6年能登豪雨の被害を受けたなか、特別な事由※1により

第９次公募までに補助事業を行えなかった事業者小規模事業者※2等

※１ 事業者の責めに帰さない特別な事由において復旧工事に着手できず、災害支援枠9次公募までに事業を行えなかった事業者等

※2 従業員数が「商業・サービス業(宿泊業、娯楽業を除く)」の場合5人以下、 製造業またはそれ以外の業種の場合20人以下である事業者

【補助率】

2／3、定額（一定の要件を満たす事業者のみ対象）

【事業目的】

被災事業者の事業再建に向けた経営計画を自ら策定し、商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業を支援

【補助上限】

200万円

（自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害を受けた場合）
公募要領公開：2026年６月３０日（火）

申請受付開始：2026年７月２７日（月）

申請受付締切：2026年１０月１６日（金）

【第10次公募スケジュール】

令和８年６月30日時点版

【第10次以降の支援について】

小規模事業者持続化補助金＜災害支援枠＞は第10次公募を以て終了となりますが以下の通り支援を継続していきます。

災害支援枠を活用された主な例

・破損した窓ガラス等の建物修繕
・破損した設備の買換え
・展示会への出店

・建物修繕

・破損した設備の買換え

・販路開拓のための設備導入

・展示会への出店

小規模事業者持続化補助金＜通常枠＞による優先採択

なりわい再建支援補助金



活用事例②

被災により破損したカウンターショーケースを買換えるとともに、雨漏りで剥がれたクロスの張り替えや、
新しいデザインの看板を設置することにより、営業再開と同時に集客の回復をはかった。

※ 青字が本補助金の対象経費

事前準備から事業終了までの流れ
公募開始～交付候補者決定 交付決定～補助事業実施事前準備
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※申請時点で明らかではない経費については、交付申請・決定の段階時点で、事業に要する経費の詳細内訳を改めて求めます。
事後で対象外経費が含まれていることが判明した場合はお支払いができませんので、申請時点でよくご確認ください。
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事業所や事業資産等が罹災されたことが分かる公的書類（例：「罹災(被災)証明書」など）  

【申請前に自治体に必ず発行してもらうもの】

直接被害を受けた事業者のうち、以下の要件をすべて満たす場合は定額補助となります。

１．新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者

２．過去数年以内に発生した災害(※1)で被害を受けた以下いずれにも該当する事業者

①当該災害による事業用資産への被災が証明できる事業者

②当該災害に対して国等が実施した災害支援策を活用した事業者

３．次のいずれかに該当する事業者

①過去数年以内に発生した災害の発災日（当該発生日が令和2年1月28日以降の災害に

 あっては令和2年1月28日）以降、売上高が20％以上減少している事業者

②厳しい債務状況にあり、かつ、交付申請時において経営再建等に取り組み、かつ、認定経営革新

等支援機関に事業計画等の確認を受けている事業者

４．過去数年以内に発生した災害による債務を抱えている事業者

５．施設又は設備が被災し、その復旧又は復興を行おうとする者

(※1)過去5年以内を目安に発生した災害であって災害救助法の適用を受けたものです。

特例として令和6年能登半島地震等による災害発生以降で、交付決定の前に行われた事業に要する経

費についても、適正と認められる場合には補助金の対象となります。

【補助対象となる期間の特例】

【定額要件】

機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費、旅費、新商品開発費、借料、設備処

分費、委託・外注費、車両購入費、施設・設備の修繕費

【対象経費】

主な取引先であった旅館の被災により販路が喪失。新たな取引先を獲得するため展示会へ出展。
加えて、新商品の開発を行い、チラシを用いて宣伝することで、販路の開拓につながり減少した売上が回復。

活用事例①
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